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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査電子顕微鏡(SEM)を利用して試料の構造要素のアンダカットを測定するための方法
であって、
　ある入射角の一次電子ビームで前記構造要素を照射するステップ、
　前記一次電子ビームの前記入射角を一組の角度にわたって変更するステップ、
　前記一組の角度におけるそれぞれの入射角に対して、前記構造要素の第１の側壁と反対
側の第２の側壁からの散乱電子のピーク強度を測定するステップ、
　前記第１の側壁と前記第２の側壁の前記ピーク強度の比率における勾配の不連続を前記
入射角の関数として求めるステップを含み、
　測定されるアンダカット角が、前記不連続の発生が確認された入射角に対応する、
方法。
【請求項２】
　前記一組の角度が、より大きな入射角で前記一次電子ビームが前記構造要素の側壁に直
接衝突するように配向されている請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記不連続が、前記一次電子ビームが前記側壁に直接衝突し始める時に生じる請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記求めるステップが、コンピューター導入プロセスを利用して実行される請求項１に
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記載の方法。
【請求項５】
　前記強度がピークの高さに基づいて測定される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記強度が積分されたピーク面積に基づいて測定される請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記入射角が一次電子ビームを傾斜させることによって変更される請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　前記入射角が試料台を傾斜させることによって変更される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記SEMが、半導体ウェーハの検査のための電子ビーム(eビーム)検査装置を含む請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記eビーム検査装置が、臨界寸法を測定するために構成されているSEM(CD-SEM)を含む
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　走査電子顕微鏡(SEM)を利用して試料上の構造要素のアンダカットを測定するための方
法であって、
　ある入射角の一次電子ビームで前記構造要素を照射するステップ、
　複数の検出器により、一組の散乱角における前記構造要素の第１の側壁と反対側の第２
の側壁からの散乱電子のピーク強度を測定するステップ、
　前記第１の側壁と前記第２の側壁の前記ピーク強度の比率における勾配の不連続を前記
散乱角の関数として求めるステップを含み、
　測定されるアンダカット角が、前記不連続の発生が確認された検出角度に対応する、
方法。
【請求項１２】
　異なる散乱角の散乱電子を区別するために不均一な抽出用電界を適用するステップをさ
らに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数の検出器が、前記構造要素の側壁が、より大きな検出角における検出器の直接
的な照準線内にあるように配向されている請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記不連続が、直接的な照準線を有さない第１の検出器と直接的な照準線を有する第２
の検出器の間で生じる請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記求めるステップが、コンピューター導入プロセスを利用して実行される請求項１１
に記載の方法。
【請求項１６】
　試料上の構造要素のアンダカットを測定するための走査電子顕微鏡(SEM)であって、
　ある入射角の一次電子ビームで前記構造要素を照射するための電子照射システム、
　前記一次電子ビームの前記入射角を一組の角度にわたって変更するための機構、
　前記一組の角度におけるそれぞれの入射角に対して、前記構造要素の第１の側壁と反対
側の第２の側壁からの散乱電子のピーク強度を測定するための検出器、
　前記第１の側壁と前記第２の側壁の前記ピーク強度の比率における勾配の不連続を前記
入射角の関数として求めるためのプロセッサーを含み、
　測定されるアンダカット角が、前記不連続の発生が確認された入射角に対応する、
走査電子顕微鏡。
【請求項１７】
　前記入射角を変更するための機構が、前記試料に対して前記一次電子ビームを傾けるた
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めの調整可能な電磁石レンズシステムを含む請求項１６に記載の走査電子顕微鏡。
【請求項１８】
　前記入射角を変更するための機構が、前記一次電子ビームに対して前記試料を傾けるた
めの傾斜可能な試料台を含む請求項１６に記載の走査電子顕微鏡。
【請求項１９】
　試料上の構造要素のアンダカットを測定するための装置であって、
　ある入射角の一次電子ビームで前記構造要素を照射するための手段、
　前記一次電子ビームの前記入射角を一組の角度にわたって変更するための手段、
　前記一組の角度におけるそれぞれの入射角に対して、前記構造要素の第１の側壁と反対
側の第２の側壁からの散乱電子のピーク強度を測定するための手段、
　前記第１の側壁と前記第２の側壁の前記ピーク強度の比率における勾配の不連続を前記
入射角の関数として求めるための手段を含み、
　測定されるアンダカット角が、前記不連続の発生が確認された入射角に対応する、
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して試料検査に関する。より詳細には本発明は、電子ビーム（e-beam）検
査システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造工程は、半導体ウェーハ上に様々な材料層を付着させ、またそのような材料
層をエッチングすることを含む。処理工程の間、微視的な様々な造作(トレンチ構造、島
状構造等)がウェーハ上に形成される。製造者にとって、顕微鏡でしか見ることのできな
い微視的な造作の断面の輪郭が重要となる場合が多々ある。特に造作の側壁のアンダカッ
トの角度が重要となることがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ウェーハを検査するのに走査電子顕微鏡(SEM)が使用される場合があり、入射ビームの
ふれ角を、アンダカットを観察しようとする場合に変えることができる。不幸にも、大き
なふれ角で走査した場合に、SEM画像は分解能が著しく劣化する傾向がある。この画像の
ぼけによって、大きなふれ角でのSEM画像の観察により大きなアンダカット角を測定する
ことが実際的なものでなくなっている。
【０００４】
　アンダカット角を測定するための他の在来技術には、集束イオンビーム(FIB)切片によ
るものがある。FIBシステムは、イオン(例えばガリウムイオン)の集束したビームを試料
に衝突させる。集束イオンビームは、高ビーム電流で試料を正確に粉砕するか、又は低ビ
ーム電流で試料を作像する(この場合には材料はほとんどスッパターされない)ように作用
する。そのため、FIBシステムは、透過型電子顕微鏡(TEM)による作像のための断面試料を
調製するのに使用することができる。近年のFIBシステムは、その場所での断面調製及び
高解像度作像に対して利用することができる。しかしながら、FIB技術は、試料由来の物
質をスパッターしたり粉砕したりするため、有害であり、破壊的である。
【０００５】
　図1Aは、造作170の断面の在来の画像であり、この造作は左右両方の側がわずかにアン
ダカットされている。この断面の画像は、慣用的な集束イオンビーム(FIB)技術により得
たものである。上述したように、FIB技術は、試料を破壊することが避けがたいという点
で不利である。これはFIB技術がイオン粉砕によって試料を薄くすることによる。
【０００６】
　図1Bは、アンダカット角を測定するための、造作170の断面FIB画像の従来技術による分
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析結果を示す。この分析結果により、造作170の輪郭が得られる。造作170の輪郭を利用す
ることにより、実際の左の側壁172-L及び右の側壁172-Rを、垂直な基準線174-L及び174-R
とそれぞれ比較することにより、アンダカット角を測定することができる(基準線で見ら
れるわずかな非対称性、アンダカット角が左右で非対称であるのは、試料の粉砕によるも
のと考えられる)。このFIB画像の分析結果は、左側のアンダカット角が約5度であり、右
側のアンダカット角が約2度であることを示している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施態様は、走査電子顕微鏡(SEM)を使用して試料の造作のアンダカット角を
測定するための方法に関する。本発明の一方法は、ある入射角の一次電子ビームで造作を
照射するステップ、一次電子の入射角を一組の角度にわたって変更するステップ、一組の
角度におけるそれぞれの入射角に対して、造作から散乱された電子の強度を測定するステ
ップ、及び強度の不連続を入射角の関数として求めるステップからなる。本発明の別の方
法は、ある入射角の一次電子ビームで造作を照射するステップ、複数の検出器により一組
の散乱角における造作からの散乱電子の強度をそれぞれ測定するステップ、及び強度の不
連続を散乱角の関数として求めるステップを含む。
【０００８】
　本発明の別の実施態様は、試料の造作のアンダカットを測定するための走査電子顕微鏡
(SEM)に関する。本発明のSEMは、ある入射角の一次電子ビームで造作を照射するための電
子照射システム、一次電子ビームの入射角を一組の角度にわたって変更するための機構、
一組の角度におけるそれぞれの入射角に対して、造作からの散乱電子の強度を測定するた
めの検出器、及び強度の不連続を入射角の関数として求めるためのプロセッサーを含む。
【０００９】
　本発明の別の実施態様は、試料の造作のアンダカットを測定するための装置に関する。
本発明の装置は、ある入射角の一次電子ビームで造作を照射するための手段、一次電子ビ
ームの入射角を一組の角度にわたって変更するための手段、一組の角度におけるそれぞれ
の入射角に対して、造作からの散乱電子の強度を測定するための手段、及び強度の不連続
を入射角の関数として求めるための手段を含む。
【００１０】
　本発明は、有利な非破壊的な方法でアンダカット角を測定するための技術に関する。こ
の技術は、走査電子顕微鏡を用いて実施することができ、且つ半導体ウェーハや他の形式
の試料の造作のアンダカット角を測定するのに適用することができる。一実施態様によれ
ば、著しく低い解像度の画像(大きなふれ角に起因する)の場合でさえ、本発明による技術
をアンダカット角測定に適用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図2は、本発明の実施態様による、アンダカットされているアンダカット造作202に関し
てアンダカット角を測定するための技術の概要を示す概略図である。アンダカット角より
も小さな入射角(例えば0度)を有する電子ビーム204を図中左側("a"の符号が付されている
)に図示し、アンダカット角よりも大きな入射角を有する電子ビーム210を図中右側("b"の
符号が付されている)に図示している。それぞれに対応する電子線強度プロファイル206("
a"の場合について)及び214("b"の場合について)を以下に詳述する。
【００１２】
　"a"の場合について、造作202に対する電子線強度プロファイル206は、比較的対称形で
あるように見える。プロファイル206の左側にはピーク208-Lがあり、また右側には左側の
ピークとほぼ同じ寸法のピーク208-Rがある。本発明者等は、電子線強度のこれらのピー
クは、造作202の側壁からの散乱電子の放出と収集に起因するものと考えている。
【００１３】
　"b"の場合について、造作202の電子線強度プロファイル214は、実質上非対称であるよ
うに見える。右側のピーク216-Rは、左側のピーク216-Lに比べて実質上高い。本発明者等
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は、プロファイルのこの非対称性は、右の側壁のアンダカット角を超える角度で右側から
電子ビーム210が入射することによると考えている。つまり、入射ビーム210が、直接右の
側壁を照射し、それによって非常に多くの散乱電子212が放出されたと考えられる。
【００１４】
　図3A及び図3Bは、図1A及び図1Bに示すアンダカットされているアンダカット造作170の
実験的な電子走査を示す。図3Aにおいては、ビームの傾きは0度であり、図3Bでは6.6度で
あった。図3Aと図3Bのいずれも、アンダカット造作170の領域の位置、アンダカット造作
に対する電子線の照射位置と電子線強度の関係を示している。図3Aと図3Bの電子走査では
、試料の破壊が避けがたいものではないため、図1Aと図1Bの破壊的なFIB断面形成に先だ
って実施された。本発明を利用することにより、破壊的なFIBによる断面形成を利用する
ことなくアンダカット角を測定することができる。
【００１５】
　図3Aからわかるように、造作170に関する電子線強度プロファイル302は比較的対称的で
あるように見える。プロファイル302の左側にはピーク304-Lがあり、また右側には左側の
ピークとほぼ同じ寸法のピーク304-Rがある。示す対称性により、一次電子ビームの入射
角が0度であったことが予想される。
【００１６】
　一方、図3Bにおいては、造作170に関する電子線強度プロファイル312は非対照であるよ
うに見える。右側のピーク314-Rは、左側のピーク314-Lに比べて実質上高い。本発明者等
は、プロファイルのこの非対称性は、電子ビームが、右の側壁のアンダカット角(おおよ
そ4度)を超える角度(おおよそ6.6度)で入射しているためであると考えている。つまり、
入射ビームが、右の側壁を直接照射したために、非常に多くの散乱電子が放出されたと考
えられる。本発明の実施態様によれば、図3A及び図3Bから、アンダカット角はおおよそ0
度と6.6度の間の角度であると特定できる。
【００１７】
　図3Bのピークの幅が図3Aのピークの幅よりも広いことに注目されたい。ピークの幅のこ
の広がりは、SEMにおいて入射ビームが傾いた際に生じる検出像のぶれに対応する。この
ぶれは、右側のピークの強度と左側のピークの強度との間に非対称性をもたらし、走査し
た像から視覚的に検出するのを困難にすると考えられる。そのため、本発明の好ましい実
施態様では、走査したデータを定量的に分析する。
【００１８】
　図4Aは、本発明の実施態様による、左側のアンダカット角を測定するために、異なる一
連の入射角で電子走査して得られたデータの分析結果を示すグラフである。y軸は、左側
のピーク強度Ｉ(左)と右側のピーク強度Ｉ(右)の比率（Ｉ(左)/Ｉ(右)）を示す。x軸は、
一次ビームの入射角(ふれ角)を度で示す。好ましい実施態様では、ピーク強度はピークの
高さで測定される。しかしながら、他の実施態様においては、積分したピーク面積を利用
してピーク強度を測定することも可能である。図4Aのグラフにおいて、入射角が約-4度で
データの勾配が不連続となっていることがわかる。これは、左の側壁のアンダカット角が
おおよそ4度であることを示している。この結果は、FIB断面の測定による左の側壁のアン
ダカット角が約5度であることと良く一致している。
【００１９】
　図4Bは、本発明の実施態様による、右側のアンダカット角を測定するために、異なる一
連の入射角で電子走査して得られたデータの分析結果を示すグラフである。y軸は、右側
のピーク強度Ｉ(右)と左側のピーク強度Ｉ(左)の比率（Ｉ(右)/Ｉ(左)）を示す。x軸は、
一次ビームの入射角(ふれ角)を度で示す。図4Bのグラフにおいて、入射角が約＋3度でデ
ータの勾配が不連続となっていることがわかる。これは、右の側壁のアンダカット角がお
およそ3度であることを示している。この結果は、FIB断面で測定された、左の側壁のアン
ダカット角が約2度であることと良く一致している。
【００２０】
　図5A～図5Dは、両側にそれぞれ10度のアンダカット角を有する仮想的な造作に対して模



(6) JP 4469572 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

擬的に行った電子走査の結果を示す。これら図面のそれぞれは、x軸上の位置の関数とし
て、y軸に電子線の強度(任意単位)を表示している。図5Aは、6度又はそれ以下の小さな入
射角である場合に対応し、比較的対照的なプロファイルを示している。図5Bは、入射角が
11度である場合に対応し、右側のピークが左側のピークよりも高く、非対称なプロファイ
ルを示している。図5Cは、入射角が17度である場合に対応し、右側のピークが尚いっそう
高く、非対称性が増大していることを示している。最後に、図5Dは、入射角が25度である
場合に対応し、右側のピークが図5Cと比較して低く、非対称性が低減していることを示し
ている。従って図5Dは、極めて大きな角度では、非対称性が増大し続けないことを示して
いる。
【００２１】
　図6は、本発明の実施態様に従った、図5A～図5Dの模擬データの分析結果を示すグラフ
である。図6中のデータ点は、0度(図5Aから)、6度(図5Aから)、11度(図5Bから)、17度(図
5Cから)及び25度(図5Dから)である。図6からわかるように、アンダカット角は6度と11度
の間の角度である。模擬実験がアンダカット角が10度のものを使用して行われているため
、これは良好な結果である。もちろん、より正確なアンダカット角の測定を行うために、
それぞれがより近い角度でもって模擬実験を行うことも可能である。
【００２２】
　本発明を利用することができるSEMシステムの例として、走査電子顕微鏡(SEM)システム
を図7と図8に示す。本発明は、他の形式のSEMシステムにおいても同様に利用することが
できる。
【００２３】
　図7に示すSEMシステム10は、臨界寸法を測定するのに特に適しており、このシステムは
、発明の名称が"Electron Beam Does Control for Scanning Electron Microscopy and C
ritical Dimension Measurement Instruments"であり、カリフォルニア州のサンノゼのKL
A-Tencor Corporationに譲渡された、Richardsonらの米国特許第5,869,833号に詳細に開
示されている。この米国特許第5,869,833号公報(Richardson特許)の開示は、参照するこ
とにより、その内容を全て本願発明に組み入れる。
【００２４】
　図7のSEM 10は、電子ビーム源12、集束カラム及びレンズアセンブリ14及び走査コント
ローラ16を含む。走査コントローラ16は、試料20の選択領域全体にわたって電子ビームを
走査する。またSEM 10は、試料20からの二次電子及び後方散乱電子を検出するための検出
器サブシステム24を含む。
【００２５】
　SEMシステム10の最上部にある電子ビーム源12が、電子ビーム34を生成する。使用可能
な一手段は、電源32で発生した表面電界で加速された電子を有する熱電界エミッターから
なる電子源36を含む。代替的な電子源の実施態様を代わりに採用することができる。ビー
ム源12内で電子源36によって放出された電子は、次いで電極38と源レンズ39(いずれもま
た電源32によって制御される)を直接通過し、集束カラム及びレンズアセンブリ14に入っ
て、試料20に誘導される電子ビーム34を形成する。
【００２６】
　集束カラム及びレンズアセンブリ14において、電子ビーム34は、アパーチャ41を通過し
、それによりビーム電流が低減される。例えばビーム電流は、おおよそ300pA(ピコアンペ
ア)から、5～100pAの範囲にまで低減され、34'の符号を付された電子ビームが形成される
。電子ビーム34'は、次いで磁気コイル43と磁極片44を含み強力な磁界を発生させる対物
レンズ42を通過する。この磁界は、試料20に誘導する際に、ビーム34'を、例えば約5nm(
ナノメートル)であるようなスポットサイズを有する電子ビーム18に集束させるのに使用
される。試料20には、電子が試料20に接近する際にビーム18の電子を減速させる減速電界
が作られるように、電源52によりバイアスを適用することができる。
【００２７】
　操作において、電子ビーム18は、試料20全面にわたって走査されるラスターであってよ
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く、また二次及び後方散乱電子信号28は検出器サブシステム24によって検出される。電子
ビーム18と試料20の相互作用の結果、二次及び後方散乱電子28が放出され、対物レンズ42
に向かって戻るように方向付けられる。電子28は放出されると、対物レンズ42を通って螺
旋状に上昇し(磁界の結果)、次いでレンズ42内の磁界から離れると電子は検出器サブシス
テム24に向かって移動する。典型的には、試料20は、導電性、絶縁性又は半導体であるよ
うな様々な物質を含む。試料20内の副領域は、その副領域の造作を測定するための走査に
特に重要である場合がある。画像プロセッサー及びディスプレイサブシステム26が、この
副領域の画像を顕在化し得る。例えば試料20を半導体ウェーハとすることができ、そのウ
ェーハの副領域をウェーハの回路ダイの一部分とすることができる。
【００２８】
　検出器サブシステム24は、少なくとも、電子信号28を形成する二次及び後方散乱電子を
検出するのに適したバンド幅を有するように選択される。例えば検出器サブシステム24は
、マイクロチャネルプレート、マイクロ球形プレート、半導体ダイオード又はシンチレー
ター及び光電子倍増アセンブリを含む。図7に例示する検出器サブシステム24は、検出器5
5及びコレクタ極板56を含む。二次及び後方散乱電子信号28は、検出器55により受容され
、さらにコレクタ極板56により収集される。コレクタ極板56は、画像プロセッサ及びディ
スプレイサブシステム26によって受信される信号を生成する。画像プロセッサ及びディス
プレイサブシステム26は、信号が画像発生器59に入力される前に、増幅器58によって信号
を増幅することができる。
【００２９】
　試料20上の電子ビーム18の位置は、走査コントローラ16によって制御される。図7に例
示する走査コントローラ16は、コイル43と磁極片44によって生じた磁界内に配置されてい
る走査プレート45を含む。走査プレート45は、ラスター発生器48によって電力を供給され
(ライン46と47の信号を介して)、試料20を横切るx方向及びy方向の両方に電子ビーム18を
誘導する。
【００３０】
　図8に図示するSEMシステムは、発明の名称が"electron Beam Inspection System and M
ethod"である、Meisbergerらの特許で、カリフォルニア州サンノゼのKLA-Tencor Corpora
tionに譲渡された米国特許第5,578,821号に開示されている。米国特許第5,578,821号の開
示(Meisberger特許)は、参照することにより、その内容を全て本願発明に組み入れる。
【００３１】
　図8は、電子ビーム検査のための電子光学カラム及び収集システムを介する一次電子、
二次電子、後方散乱電子及び被送信電子の経路の、簡略化した概略図である。要するに、
図8は、カラム内及び基体57の下方の様々な電子ビーム経路の概略を示す。電子は、電界
放出陰極81から放射状に放出され、極小の点光源から発しているように見える。加速電界
と集束レンズ磁界を組合せた作用のもとで、ビームは平行化され、平行ビームとなる。電
子銃陽極アパーチャ87は、使用に適さない角度で放出された電子を遮蔽するが、一方遮蔽
されない残留ビームは照射野制限アパーチャ99へと進む。上方の偏向板(図示せず)が、無
収差化、共心化及び方向付けのために使用され、最終的なビームは断面が円形であり、要
素105、106及び107から構成されている対物レンズ104の中央を通過することを確実にする
。集束レンズ(図示せず)は、陰極81と照射野制限アパーチャ99により画定される軸に対し
て機械的に心合わせされる。偏向は、示される経路をたどり、それによって走査され、集
束されたプローブ(基体との衝突点におけるビーム)が、対物レンズ42から放射される。
【００３２】
　高電圧モードでの操作において、ウィーンフィルター偏向板112及び113は、二次電子ビ
ーム167を検出器117内へと偏向させる。部分的に透明なマスクが作像されると、透過ビー
ム108は、検出器129に衝突する前に、ビーム108を拡散させる電極システム123及び124を
通過する。低電圧モードでの操作において、二次電子ビームは、より強力なウィーンフィ
ルター偏向板によって、低圧二次電子検出器160に向かって方向付けされる。この場合の
検出器は、高電圧で後方散乱の画像を作製するのに使用される検出器と同じとすることが
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できる。このシステム及びその操作について、Meisberger特許にさらに詳細に開示されて
いる。
【００３３】
　本発明の一実施態様によれば、一次電子ビームの入射角を、試料へビームを集束させる
対物レンズにおける流れを適切に調整することによって変更することができる。本発明の
別の実施態様によれば、一次電子ビームの入射角を、試料を保持する試料台を傾斜させる
ことによって変更することができる。好都合なことに、この実施態様では、入射ビームが
傾いた際に発生する走査画像のぶれを防ぐことができる。
【００３４】
　代替的な実施態様においては、ある範囲の角度における電子の検出を、アンダカット角
を測定するのに使用することができる。そのような実施態様は、異なる散乱角における多
数の電子検出器と、異なる散乱角における散乱電子を区別するための不均一な抽出用電界
の適用を含む。多数の検出器は、大きな検出角度において、対象となる側壁が検出器の照
準線内に直に入るように配向され、それによって直接的な照準線のない第1の検出器によ
り検出されるビーム強度と、直接的な照準線を有する第2の検出器により検出されるビー
ム強度との間に不連続が生じる。この場合、測定されたアンダカット角は、不連続の発生
が確認される検出角度に対応する。
【００３５】
　上述の説明において、数多くの特定の詳細を、本発明の実施態様の完全な理解をもたら
すために提供した。しかしながら、例示した本発明の実施態様の上記説明は、本発明を網
羅することも、あるいは開示された形態そのものに本発明を限定することも意図するもの
ではない。当業者は、1つ又はより多くの具体的細部なしに、あるいはその他の方法、構
成要素などと共に本発明が実施可能であることを認めるであろう。その他、本発明の不明
瞭な理解を避けるため、周知の構造又は操作を詳細に示したり、あるいは説明したりして
いない。本発明の具体的な実施態様及び例を、例示目的でここに説明しているが、当業者
が認識するように、本発明の範囲内で様々な等価の変更が可能である。
【００３６】
　上述の詳細な説明を考慮することによって、本発明にそのような変更を行うことができ
る。本願の特許請求の範囲で使用される用語は、本明細書及び特許請求の範囲に開示の特
定の実施態様に本発明を限定するものと解釈すべきではない。むしろ、本発明の範囲は、
特許請求の範囲によって画定されるべきものであり、それは、特許請求の範囲を解釈する
という確立されている原則に従うものと解釈される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１Ａ】左の側壁と右の側壁の両方においてわずかにアンダカットされている造作の在
来の断面画像を示す図である。
【図１Ｂ】アンダカット角を測定するための造作の断面FIB画像の在来の分析結果を示す
図である。
【図２】本発明の実施態様による、アンダカット角を測定するための技術の概要を示す図
である。
【図３Ａ】図1A及び図1Bに示すアンダカット造作の実験的な電子走査の結果を示す図であ
る。
【図３Ｂ】図1A及び図1Bに示すアンダカット造作の実験的な電子走査の結果を示す図であ
る。
【図４Ａ】本発明の実施態様による、左の側壁のアンダカットを測定するために異なる入
射角で一連の電子走査を行って得られたデータの分析結果を示すグラフである。
【図４Ｂ】本発明の実施態様による、右の側壁のアンダカットを測定するために異なる入
射角で一連の電子走査を行って得られたデータの分析結果を示すグラフである。
【図５Ａ】左右両方の側にそれぞれ10度のアンダカットを有する仮想的な造作に対して模
擬的な電子走査を行った結果を示す図である。
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【図５Ｂ】左右両方の側にそれぞれ10度のアンダカットを有する仮想的な造作に対して模
擬的な電子走査を行った結果を示す図である。
【図５Ｃ】左右両方の側にそれぞれ10度のアンダカットを有する仮想的な造作に対して模
擬的な電子走査を行った結果を示す図である。
【図５Ｄ】左右両方の側にそれぞれ10度のアンダカットを有する仮想的な造作に対して模
擬的な電子走査を行った結果を示す図である。
【図６】本発明の実施態様による、図5Aから図5Dより得られる模擬実験データの分析結果
を示すグラフである。
【図７】本発明で利用できるSEMシステムの1形式を示す図である。
【図８】本発明で利用できる別の形式のSEMシステムを示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
１０　　　SEMシステム
１２　　　電子ビーム源
１４　　　レンズアセンブリ
１６　　　走査コントローラ
２０　　　試料
２４　　　検出器サブシステム
２８　　　後方散乱電子
３４　　　電子ビーム
３６　　　電子源
３８　　　電極
３９　　　源レンズ
４１　　　アパーチャ
４２　　　対物レンズ
４３　　　磁気コイル
４４　　　磁極片
４５　　　走査プレート
５５　　　検出器
５６　　　コレクタ電極
５８　　　増幅器
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